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浄
化
槽
設
置
後
、
保
守
点
検
や
清
掃

な
ど
は
市
が
行
い
ま
す
。

使
用
者
に
は
、
使
っ
た
水
の
量
に
応

じ
た
下
水
道
料
金
相
当
額
を
使
用
料
と

し
て
、
２
カ
月
に
一
度
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

ま
た
、
浄
化
槽
に
空
気
を
送
る
ブ
ロ

ワ
の
電
気
代
は
、
使
用
者
の
負
担
と
な

り
ま
す
。

浄
化
槽
使
用
に
か
か
る
費
用

個
別
排
水
処
理
区
域
内
の
個
人
が
設

置
し
た
合
併
処
理
浄
化
槽
で
、
市
が
定

め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
は
、
浄
化
槽

を
市
へ
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
り
、
市
が

維
持
管
理
を
行
い
ま
す
。

※
設
置
を
希
望
す
る
方
、
詳
し
い
内
容

を
知
り
た
い
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

自
分
で
設
置
し
た
浄
化
槽
は

ど
う
な
る
の
？

問い合わせ

下水道課
�◯85 ９０５２

市の下水道排水設備工事指定店に、次の事業者を追加しま

したのでお知らせします

▼事業社名
�遠田建設㈱（緑町２丁目３１－３・�◯８５ ６５６１）
�㈱小島商事（室蘭市母恋南町１丁目１－５・�◯２２ ９０
９１）

▼指定日　４月１日�

下水道排水設備工事指定店の
追加指定のお知らせ

償還期限融資あっせんの限度額工事の種類

３４カ月以内
３８万円

（トイレ１基につき）
水洗トイレ改造工事

１４カ月以内２１万円排水設備工事

４０カ月以内５９万円
水洗トイレ改造工事と
排水設備工事の両方

※償還については元金均等償還（月額１万円以上）で、
償還期限前の繰上げ償還も可能です。

色の付いている部分が下水道で処理する集合処理区域、
それ以外の白色の部分が浄化槽で処理する個別排水処理区域です。

� ���������������������������������

＜個別排水処理区域＞
カルルス町・上登別町
登別温泉町・札内町
富浦町・来馬町
鉱山町・川上町の全部

中登別町・登別東町
登別港町・新栄町
幸町・千歳町
常盤町・柏木町
片倉町・青葉町
緑町・若山町
富岸町・鷲別町
上鷲別町の一部

＜融資あっせんの内容＞

＜工事区分＞
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